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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定す
るステップと、
　前記終了位置に基づき位置指示情報を決定するステップ、前記位置指示情報は、ＵＥが
前記位置指示情報に基づき前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機
のデータを終了位置決定するように指示するものである前記決定ステップと、
　前記位置指示情報をＵＥに送信するステップとを備え、
　シグナリングにより前記位置指示情報をＵＥに送信し、前記シグナリングは、競争的ア
クセスの場合所在のサブフレームから前記伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利
用可能のシンボル所在のサブフレームまでの間のいずれのサブフレームにおける予め約定
したシンボル上に設定されることを特徴とする免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送
方法。
【請求項２】
　前記シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアにより搬送されるか、または
、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリーキャリアにより搬送される
ことを特徴とする請求項１に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項３】
　前記シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理ダウンリンク
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒａｎｔ）また
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は、強化型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより指
示され、
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示されることを特徴とする請求項１
に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項４】
　前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤ
ＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤ
ＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域
の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点は、前記伝
送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置することを特徴とする請求項
１に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項５】
　前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨまたはｅＰＤＣ
ＣＨの終了シンボルであることを特徴とする請求項１から４までのいずれか１項に記載の
免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項６】
　ＵＥは、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信するステップと
、
　前記ＵＥは、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレーム
における伝送データの終了位置を決定するステップとを備え、
　前記ＵＥは、シグナリングにより免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情
報を受信し、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記伝
送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまでの
間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定されることを特徴とす
る免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項７】
　前記ＵＥが、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信するステッ
プは、
　前記ＵＥは、免許不要の周波数ビン上のキャリア、または、免許の周波数ビン上のプラ
イマリーキャリア、または、セカンダリーキャリアにより、前記シグナリングを取得する
ことを特徴とする請求項６に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項８】
　前記ＵＥが、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信するステッ
プは、
　前記ＵＥは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理ダウンリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒａｎｔ）または、強化
型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグ
ナリングを取得し、
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取得することを
特徴とする請求項６に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項９】
　前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤ
ＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤ
ＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域
の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点は、前記伝
送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置することを特徴とする請求項
６に記載の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項１０】
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　前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨまたはｅＰＤＣ
ＣＨの終了シンボルであることを特徴とする請求項６から９までのいずれか１項に記載の
免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法。
【請求項１１】
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定す
る終了位置決定ユニットと、
　前記終了位置に基づき位置指示情報を決定し、前記位置指示情報は、ＵＥが前記位置指
示情報に基づき前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータを
終了位置決定するように指示するものである位置指示情報決定ユニットと、
　前記位置指示情報をＵＥに送信する送信ユニットとを備え、
　前記送信ユニットは、シグナリングにより前記位置指示情報をＵＥに送信し、前記シグ
ナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記伝送待機のデータを伝送
する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまでの間のいずれのサブフレ
ームにおける予め約定したシンボル上に設定されることを特徴とするネットワーク装置。
【請求項１２】
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信する受信ユニットと、
　前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送
データの終了位置を決定する決定ユニットとを備え、
　前記受信ユニットは、シグナリングにより免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位
置指示情報を受信し、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームか
ら前記伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレー
ムまでの間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定されることを
特徴とするＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信技術分野に関し、特に、免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方
法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動データサービス量の日々増加と伴い、免許の周波数ビンリソースが少なくなる一方
となり、免許される周波数ビンソースのみでネットワークのデプロイメント及びサービス
伝送を行うのが、もうサービス量のニーズを応じられなくなるため、ユーザーの体験及び
カバレッジ拡大を向上するため、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）シ
ステムにおいて免許不要の周波数ビンソースでデプロイメント・伝送を行うが、このよう
なシステムは、免許不要のＬＴＥ（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ ＬＴＥ， Ｕ－ＬＴＥまたはＬ
ＴＥ－Ｕと略称）システムと称される。免許不要の周波数ビンがセカンダリーキャリアと
して、許される周波数ビンのプライマリーキャリアの補助により実現される。
【０００３】
　免許不要の周波数ビンは、多様な無線通信システムを共有することができ、例えばブル
ートゥース（登録商標）、ワイファイ（ＷｉＦｉ）等を共有ことができる。なので、異な
る経営会社により配備したＬＴＥ－Ｕ（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｕ-ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ｕと略称）間、ＬＴＥ－ＵとＷｉＦｉ等無
線通信システムとの共存が、重点的に研究すべきである一方、研究難点とも言える。
【０００４】
　ＬＴＥシステムは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘｉｎ
ｇ）及びＴＤＤ （Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）の２種の二重化モ
ードをサポートするが、当該２種の二重化モードには異なるフレーム構成が利用されてい
る。２種のフレーム構成の共通点としては、各々無線フレームが、１０個の１ｍｓサブフ
レームより構成されていることである。図１に示すように、ＦＤＤシステムは第１種のフ
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レーム構造を利用しており、図２に示すように、ＴＤＤシステムは第２種のフレーム構造
を利用している。
【０００５】
　ＬＴＥフレーム構造からわかるように、データ伝送が時間の長さが１ｍｓであるサブフ
レームを単位としているが、ＬＴＥ－Ｕにとって、ＬＢＴ（Ｌｉｓｔｅｎ Ｂｅｆｏｒｅ 
Ｔａｌｋ）競争的アクセス、基地局のデータ用意時間及び基地局の無線周波数用意時間等
の要因からの影響により、ＬＴＥ－Ｕ信号伝送の時間始点があるサブフレームの任意の位
置である可能性があり、これにより、送信したのは、不完全なサブフレームとなってしま
う。即ち、時間上に、通常サブフレーム長より短い物理リソースとなってしまう。不完全
なサブフレームにおいて信号を発送しないと、リソース競争が激しい状況において、当該
リソースは、当然に他のノードより奪われる。
【０００６】
　ＬＴＥ－Ｕの設計には、ＬＴＥ－ＵとＷｉ－Ｆｉの適正競争の確保が要求されているた
め、ＬＴＥ－Ｕの一回伝送に係る時間を１０ｍｓにするのは適切であり、また、一回伝送
に４０ｍｓを超えないのが、好ましい。ＬＴＥ－Ｕ一回伝送に係る最大時間が１０ｍｓで
あれば、競争的アクセスが位置するサブフレームが不完全なサブフレームであることは、
最後利用可能なサブフレームも不完全なサブフレームであることに導く。２個の不完全な
サブフレームがともにデータを伝送しないと、少なくとも１０%のＬＴＥ－Ｕ伝送率損失
を招く。ＬＴＥ－Ｕ一回伝送の時間が最大４ｍｓであれば、２個の不完全なサブフレーム
がデータをともに伝送しないため、２５%のＬＴＥ－Ｕ伝送率損失を招く。なので、リソ
ース利用かまたは技術的観点から検討してみても、不完全なサブフレームにおけるデータ
伝送は、採用してはいけない。したがって、完全なサブフレームを伝送できないリソース
において不完全なサブフレームを伝送し、且つ、不完全なサブフレームにより、データを
伝送することは、データ伝送率を向上し、リソースの浪費を防ぐことができる。いかにＬ
ＴＥ免許不要の周波数ビンにおいて不完全なサブフレームによりデータを伝送するのかは
、未だに解決できていない。
【０００７】
　よって、従来技術には、いかに免許不要の周波数ビンにおいて、不完全なサブフレーム
により、データを伝送するのかは、まだ案出できていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明に係る実施例は、免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法及び装置を提供
し、免許不要の周波数ビンにおいて、不完全なサブフレームによりデータをいかに伝送す
るかという解題を可決する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る実施例が提供する免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法は、
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定す
るステップと、
　前記終了位置に基づき位置指示情報を決定ステップであって、前記位置指示情報は、Ｕ
Ｅが前記位置指示情報に基づき前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送
待機のデータを終了位置決定するように指示するものである前記決定ステップと、
　前記位置指示情報をＵＥに送信するステップとを備える。
【００１０】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【００１１】
　好ましくは、前記シーケンス所在のシンボルは、時間領域において、前記伝送待機のデ
ータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル上、また
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は、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボル上に位置し、前記シーケンスは、周波
数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有するか、
　または、前記シーケンス所在のシンボルは、前記伝送待機のデータを伝送する前記終了
シンボルであり、かつ、前記シーケンスは指定された一部の帯域幅を占有する。
【００１２】
　好ましくは、シグナリングにより前記位置指示情報をＵＥに送信し、前記シグナリング
は、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。
【００１３】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【００１４】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【００１５】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【００１６】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアにより搬送され
るか、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリーキャリアによ
り搬送される。
【００１７】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理
ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒ
ａｎｔ）または、強化型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａ
ｎｔにより指示され、
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
【００１８】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスのチャネルにより占有された時間領
域における最後１個のサブフレームの位置を指示する。
【００１９】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【００２０】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【００２１】
　また、本発明に係る実施例が提供する免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法は
、
　ＵＥは、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信しするステップ
と、
　前記ＵＥは、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレーム
における伝送データの終了位置を決定するステップとを備える。
【００２２】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【００２３】
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　好ましくは、前記ＵＥが、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の
無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定するステップは、
【００２４】
　前記ＵＥは、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいず
れかの約定したシンボルまたは前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボルにおいて前
記シーケンスを決定するステップであって、前記シーケンスは、周波数領域において、全
帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有する前記決定ステップと、
　または、前記ＵＥは、前記伝送データを伝送する終了シンボルにおいて、前記シーケン
スを決定するステップであって、前記シーケンスは、指定された一部の帯域幅を占有する
前記決定ステップとを備える。
【００２５】
　好ましくは、前記ＵＥは、シグナリングにより免許不要の周波数ビン上の無線フレーム
の位置指示情報を受信し、前記シグナリングは、ネットワーク装置がＵＥと予め約定した
シンボル上に位置する。
【００２６】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【００２７】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【００２８】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【００２９】
　好ましくは、前記ＵＥが、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受
信するステップは、
　前記ＵＥは、免許不要の周波数ビン上のキャリア、または、免許の周波数ビン上のプラ
イマリーキャリア、または、セカンダリーキャリアにより、前記シグナリングを取得する
ステップを備える。
【００３０】
　好ましくは、前記ＵＥが、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受
信するステップは、
　前記ＵＥは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理ダウンリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒａｎｔ）または、強化
型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグ
ナリングを取得するステップと、
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取得する。
【００３１】
　好ましくは、前記ＵＥは、前記シグナリングにより、競争的アクセスのチャネルにより
占有された時間領域における最後１個のサブフレームの位置を、取得する。
【００３２】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【００３３】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
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【００３４】
　本発明に係る実施例が提供するネットワーク装置は、
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定す
る終了位置決定ユニットと、
　前記終了位置に基づき位置指示情報を決定する位置指示情報決定ユニットであって、前
記位置指示情報は、ＵＥが前記位置指示情報に基づき前記免許不要の周波数ビン上の無線
フレームにおける伝送待機のデータを終了位置決定するように指示するものである前記位
置指示情報決定ユニットと、
　前記位置指示情報をＵＥに送信する送信ユニットとを備える。
【００３５】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【００３６】
　好ましくは、前記シーケンス所在のシンボルは、時間領域において、前記伝送待機のデ
ータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル上、また
は、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボル上に位置し、前記シーケンスは、周波
数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有し、
　または、前記シーケンス所在のシンボルは、前記伝送待機のデータを伝送する前記終了
シンボルであり、かつ、前記シーケンスは指定された一部の帯域幅を占有する。
【００３７】
　好ましくは、前記送信ユニットは、シグナリングにより前記位置指示情報をＵＥに送信
し、前記シグナリングは、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する
。
【００３８】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【００３９】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【００４０】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【００４１】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアにより搬送され
るか、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリーキャリアによ
り搬送される。
【００４２】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理
ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒ
ａｎｔ）または、強化型物理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａ
ｎｔにより指示される；
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
【００４３】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスのチャネルにより占有された時間領
域における最後１個のサブフレームの位置を指示する。
【００４４】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
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Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【００４５】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【００４６】
　本発明に係る実施例が提供するＵＥは、
　免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信する受信ユニットと、
　前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送
データの終了位置を決定する決定ユニットとを備える。
【００４７】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【００４８】
　好ましくは、前記決定ユニットは、
　前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定し
たシンボル、または、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボルにおいて、前記シー
ケンスを決定し、前記シーケンスは、周波数領域において、全帯域幅または指定された一
部の帯域幅を占有し、
　または、前記伝送データを伝送する終了シンボルにおいて前記シーケンスを決定し、前
記シーケンスは、指定された一部の帯域幅を占有する。
【００４９】
　好ましくは、前記受信ユニットは、シグナリングにより免許不要の周波数ビン上の無線
フレームの位置指示情報を受信し、前記シグナリングは、ネットワーク装置がＵＥと予め
約定したシンボル上に位置する。
【００５０】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【００５１】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【００５２】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【００５３】
　好ましくは、前記決定ユニットは、
　免許不要の周波数ビン上のキャリア、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャ
リア、または、セカンダリーキャリアにより、前記シグナリングを取得する。
【００５４】
　好ましくは、前記決定ユニットは、
　免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）のダウンリンク制御シグナリング（ＤＬ ｇｒａｎｔ）または、強化型物理ダウン
リンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取
得し、
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取得する。
【００５５】
　好ましくは、決定ユニットは、
　前記シグナリングにより、競争的アクセスのチャネルにより占有された時間領域におけ
る最後１個のサブフレームの位置を取得する。
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【００５６】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【００５７】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの開始位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【００５８】
　本発明に係る実施例が提供する基地局は、
　メモリ内のプログラムを読みだして、免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける
伝送待機のデータの終了位置を決定し、前記終了位置に基づき、位置指示情報を決定し、
ＵＥが前記位置指示情報に基づき前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝
送待機のデータの終了位置を決定するように、送受信機に指示して前記位置指示情報を送
信するプロセッサと、
　プロセッサの制御によりデータを送受信する送受信機とを備える。
【００５９】
　本発明に係る実施例により提供する移動装置は、
　メモリ内のプログラムを読みだして、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指
示情報を受信するように送受信機に指示、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周
波数ビン上の無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定するプロセッサと、
　プロセッサの制御によりデータを送受信する送受信機とを備える。
【発明の効果】
【００６０】
　本発明に係る実施例により提供される方法によれば、ＵＥが位置指示情報に基づき無線
フレームにおける伝送データの終了位置を決定するように、位置指示情報により免許不要
の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送データの終了位置をＵＥに指示し、こうして
、伝送データの終了位置及び受信位置によりデータを正確に受信できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】従来技術のＦＤＤシステムに利用される第１種のフレーム構造図である。
【図２】従来技術のＴＤＤシステムに利用される第２種のフレームの構造図である。
【図３】本発明に係る実施例が提供する一種の免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送
方法のフローチャートである。
【図４】本発明に係る実施例が提供するたの一種の免許不要の周波数ビンにおけるデータ
伝送方法のフローチャートである。
【図５】本発明に係る実施例が提供する第１種の免許不要の周波数ビンにおける不完全な
サブフレームの構造図である。
【図６】本発明に係る実施例が提供する第２種の免許不要の周波数ビンにおける不完全な
サブフレームの構造図である。
【図７】本発明に係る実施例が提供する第３種の免許不要の周波数ビンにおける不完全な
サブフレームの構造図である。
【図８】本発明に係る実施例が提供する第４種の免許不要の周波数ビンにおける不完全な
サブフレームの構造図である。
【図９】本発明に係る実施例が提供するネットワーク装置の構成図である。
【図１０】本発明に係る実施例が提供するＵＥの構成図である。
【図１１】本発明に係る実施例が提供する基地局の構成図である。
【図１２】本発明に係る実施例が提供する移動装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
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【００６２】
　通信システムにおいて、免許不要の周波数ビンにおいて、不完全なサブフレームにより
伝送待機のデータを伝送する場合、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、受信した
不完全なサブフレームにおける伝送待機のデータの終了位置を特定できない。ネットワー
ク装置がリソースを競争する場合、ＬＢＴ競争的アクセス、ネットワーク装置データの用
意時間及びネットワーク装置無線周波数用意時間等の要因からの影響のため、完全なサブ
フレームを伝送できない場合がよくある。リソースの利用率を向上するため、不完全なサ
ブフレームによりデータを伝送することしかできない。不完全なサブフレーム長は完全な
サブフレーム長より短い。例えば、ＬＴＥシステムにおいて、ノーマルCPの場合の１個の
完全なサブフレームには、１４個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルしか利用できない。一方、１
４個のＯＦＤＭシンボルより少ないサブフレームが不完全なサブフレームである。
【００６３】
　無線フレームに不完全なサブフレームが含まれる場合、ＵＥにとって、伝送待機情報ブ
ロックの開始位置は、既知または固定されている位置であり、終了位置は特定できないま
たは可変のものである。伝送待機情報ブロックの長さは、１個のサブフレーム長より短い
。ネットワーク装置にとって、伝送待機情報ブロックの開始位置及び終了位置は、既知の
ものであるが、開始位置は固定されているものであり、終了位置は変化のものである。伝
送データの終了位置は特定できないまたは可変のものであり、開始位置は、既知または固
定されている位置であるため、ＵＥは、不完全なサブフレーム内のデータ伝送の終了位置
を特定できない状況では、伝送するデータを取得することができない。
【００６４】
　ＵＥが受信した無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定できない課題
を解決するため、本発明に係る実施例には、ネットワーク装置は、無線フレームを送信す
る場合、位置指示情報を送信することにより、無線フレームにおける伝送待機のデータの
終了位置をＵＥに指示し、こうして、ＵＥが無線フレーム内のデータ伝送の終了位置を決
定することができ、不完全なサブフレーム内のデータを取得できるようになる。
【００６５】
　本発明に係る実施例は、ネットワーク側及びＵＥ側それぞれにベースとして、免許不要
の周波数ビンにおけるデータ伝送方法を提供する。ここで、ネットワーク側の伝送方法及
びＵＥ側の伝送方法は、それぞれ単独に利用してもよく、結合して利用してもよい。以下
、ネットワーク側及びＵＥ側の伝送方法を説明する。
【００６６】
　本発明に係る実施例の方法は、多様な移動通信システムに適用でき、本発明に係る実施
例は、単にＬＴＥシステムの例のみを挙げて説明したが、他の移動通信システムに関する
説明を繰り返さない。本発明に係る実施例における専門用語「シンボル」は、ＬＴＥシス
テムの例で説明する場合、ＯＦＤＭシンボルを指す。
【００６７】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る実施例を詳細に説明する。
　図３に示すように、本発明に係る実施例が提供する免許不要の周波数ビンにおけるデー
タ伝送方法フローチャートは、ネットワーク装置により執行され、前記ネットワーク装置
は、ネットワークアクセス機能を有する機器であることができ、例えば、基地局であって
もよい。図に示すように、当該フローチャートは、ステップ３０１と、ステップ３０２と
、ステップ３０３とを備える。
【００６８】
　ステップ３０１において、免許不要の周波数ビンにおける無線フレームにおける伝送待
機のデータの終了位置を決定する。
【００６９】
　ステップ３０２において、前記終了位置に基づき位置指示情報を決定する。前記位置指
示情報は、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにお
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ける伝送待機のデータの終了位置を決定するようにＵＥに指示する。
　ステップ３０３において、前記位置指示情報をＵＥに送信する。
【００７０】
　ＬＴＥシステムにおいて、無線フレームにおける伝送待機のデータをＰＤＳＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングして伝送
する。ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）が周波数分割二重化されることができるため、こ
の場合、ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、上記伝送待機のデ
ータの終了位置は、無線フレームにおける不完全なサブフレームのＰＤＳＣＨまたはｅＰ
ＤＣＣＨの終了ＯＦＤＭシンボルである。
【００７１】
　前記位置指示情報により指示した伝送待機のデータの終了位置とは、伝送待機のデータ
の、無線フレームにおける終了シンボルの番号であるか、または、終了シンボルの、前記
無線フレームにおける相対位置である。ここで、相対位置とは、伝送待機のデータの終了
シンボルから当該伝送待機のデータ所在の無線フレームまたはサブフレーム始点までの間
のシンボル数であるか、または、当該無線フレームまたはサブフレーム始点までの間のシ
ンボル数であるか、または、他の実質的に均等の情報である。
【００７２】
　上記フローチャートのステップ３０２において、決定した前記位置指示情報は、ネット
ワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであってもよい。または、当該位置指示情報は、
シグナリングにより送信される。
【００７３】
　位置指示情報がシーケンスであれば、当該シーケンスは、ネットワーク装置がＵＥと予
め約定されないといけない。即ち、前記シーケンスは、ネットワーク装置とＵＥにより知
られるシーケンスである。前記シーケンスは、ＵＥのローカルに格納されてもよく、また
は、ＵＥにおいて生成されてもよい。前記シーケンスの一種の実施可能の生成方法は、Ｐ
Ｎ （Ｐｓｅｕｄｏ－Ｎｏｉｓｅ)シーケンスまたは、ＣＡＺＡＣ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ａ
ｍｐｌｉｔｕｄｅ Ｚｅｒｏ Ａｕｔｏ Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ)シーケンスをベースシー
ケンスとして利用することにより構成できる。前記シーケンスは、他の生成方法もあるが
、ここで説明を繰り返さない。
【００７４】
　ステップ３０３において、ネットワーク装置が前記シーケンスを送信する場合、当該シ
ーケンスは、不完全なサブフレームの最後１個の完全利用可能のＯＦＤＭシンボルに一般
的に位置し、最後１個の完全利用可能のＯＦＤＭシンボル前のあるＯＦＤＭシンボルに位
置してもよい。前記シーケンスは、周波数領域において、全帯域幅または指定された一部
の帯域幅を占有する。
【００７５】
　シーケンスが、周波数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有す
る場合、前記シーケンス所在のシンボルは、時間領域において、前記伝送待機のデータを
伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル上、または、前
記伝送待機のデータを伝送する開始シンボル上に位置する。例えば、ネットワーク装置は
、ＰＤＳＣＨを伝送する終了ＯＦＤＭシンボルの直前のＯＦＤＭシンボルにおいて、前記
シーケンスを送信する。
【００７６】
　シーケンスが、指定された一部の帯域幅を占有する場合、前記シーケンス所在のシンボ
ルは、前記伝送待機のデータを伝送する前記終了シンボルである。例えば、ネットワーク
装置は、ＰＤＳＣＨを伝送する終了ＯＦＤＭシンボルにおいて前記シーケンスを送信し、
且つ、ＰＤＳＣＨ及び当該シーケンスは、周波数分割二重化モードにより、異なる帯域幅
を占有する。好ましくは、位置指示情報が１個のシーケンスである場合、サブフレーム所
在の免許不要の周波数ビンキャリアによりシーケンスを搬送することができる。
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【００７７】
　位置指示情報がシグナリングにより送信されれば、シグナリングは、ネットワーク装置
がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。この際、位置指示情報の送信位置は固定さ
れているため、ＵＥのブラインド検出は要らない。
【００７８】
　ネットワーク装置は、シグナリングを、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから
前記伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレーム
までの間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定することができ
る。好ましくは、競争的アクセス場合所在のサブフレーム内のあるＯＦＤＭシンボルにて
搬送するシグナリングにより、伝送時間及び最後１個のサブフレームの終了ＯＦＤＭシン
ボルを指示することができる。具体的に、ＬＴＥにおいて、免許不要の周波数ビンでの競
争的アクセスの後、チャネルを占有して伝送する一回の最大時間は、ＵＥにとって既知の
ものであり、且つ、当該時間は、サブフレームにより占有する時間の長さの整数倍である
ため、ネットワーク装置は、競争的アクセスのタイミングの際のサブフレームにおいて、
最後の不完全なサブフレームのＯＦＤＭシンボル終点の位置を決定することができる。好
ましくは、シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後１個の完
全利用可能のシンボル上に設定される。ＵＥは、当該シグナリングを復号するため、ＵＥ
がデータを伝送するかどうかと関係せず、ネットワーク装置がチャネルを占有する際の終
点を取得できる。ネットワーク装置がチャネルを取得した後、チャネルへの占有時間は設
定されることができる。また、ネットワーク装置によりチャネルを占有して伝送する時間
を、最後のサブフレーム内の終了ＯＦＤＭシンボルの位置のモードを示すことにより指示
する。例えば、最後のサブフレーム内の終了ＯＦＤＭシンボルを、サブフレームにアクセ
スした後の第Ｍ個のサブフレーム内の第L個のＯＦＤＭシンボルとして指示する。ここで
、Ｍ及びLは、非負整数である。こうして、全伝送時間及び最後のサブフレーム内の終了
ＯＦＤＭシンボルに対する指示を完成する。
【００７９】
　シグナリングは、最後のサブフレーム内のある約定したＯＦＤＭシンボルに位置しても
よい。好ましくは、当該シグナリングは、最後のサブフレーム内の前からの第Ｎ個のＯＦ
ＤＭシンボルに位置する（Ｎは正の整数である)。この場合、当該情報の送信位置は固定
の位置であるため、ＵＥによる位置検出は要らない。好ましくは、前記指定されたシンボ
ルは、最後のサブフレーム内の最後１個の完全利用可能のシンボルに位置する。この場合
、シグナリングは、不完全なサブフレーム所在のキャリアにおいて搬送されてもよく、他
のキャリアにより搬送されてもよい。インターキャリアの場合、不完全なサブフレームの
終了シンボルを示す。すなわち、シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアに
より搬送されるか、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリー
キャリアにより搬送される。好ましくは、免許の周波数ビンにおいてシグナリングを搬送
する。
【００８０】
　ＵＥが最後１個のサブフレームを復号する場合、ＵＥは、発見信号などの手段により時
間と周波数の同期化を実現し、最後のサブフレームにおけるヘッドの境界を決定した。伝
送待機情報ブロックの位置指示情報が最後のサブフレームの第１個のＯＦＤＭシンボルの
Ｋ個のＲＢ（Resource Block）に設定されて伝送される場合、Ｋは非負整数である。ＵＥ
は、当該サブフレームの第１個のＯＦＤＭシンボルのＫ個のＲＢから位置指示情報を取得
した後に、当該サブフレームを復号する。
【００８１】
　前記シグナリングは、周波数領域において、約定したシンボルの全帯域幅または、部の
帯域幅を占有する。好ましくは、位置指示情報は、一般的に、複数ビットでＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了ＯＦＤＭシンボルの番号を示すか、または、ＰＤＳＣＨまたはｅ
ＰＤＣＣＨの終了ＯＦＤＭシンボルの番号の、最後のサブフレームにおける相対位置を示
す。具体的なビット数は実際の状況に応じて決められる。前記シグナリングが指定された
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一部の帯域幅を占有する場合、前記シグナリングは、他の情報（例えば、制御チャネルま
たは伝送待機のデータ）と周波数分割二重化モードを採用して同一のシンボルを占有する
ことができる。例えば、シグナリングは、ＰＤＳＣＨの終了ＯＦＤＭシンボルにおいて発
送されて、ＰＤＳＣＨとともに周波数分割二重化モードで伝送される。
【００８２】
　また、シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤ
Ｌ    ｇｒａｎｔ、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示されることがで
きる。免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ、ま
たは、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示されてもよい。例えば、共通領域（ｃ
ｏｍｍｏｎ ｓｅａｒｃｈ ｓｐａｃｅ）により、シグナリングを指示するＤＬ ｇｒａｎ
ｔを搬送することができる。
【００８３】
　ＬＴＥシステムは、サブフレームにてデータを伝送する場合、Ｌ１／Ｌ２制御チャネル
は、完全なサブフレームの前のＰ個のＯＦＤＭシンボルに位置するため、Ｐは４より大き
くなく、免許不要の周波数ビンにおける不完全なサブフレームにおいて、Ｌ１／Ｌ２制御
チャネルにより占有されたＯＦＤＭシンボルは、一般的に存在する。なので、ＬＴＥプロ
トコル中のPDCCHとＰＤＳＣＨの時間分割二重化案を採用して、従来のＬＴＥプロトコル
を最大化利用する。
【００８４】
　しかし、不完全なサブフレーム内のＯＦＤＭシンボル数が少ない場合、例えば、３個の
みの完全利用可能のＯＦＤＭシンボルの場合、ＬＴＥプロトコルによれば、制御チャネル
周波数領域において帯域幅を占有し、時間領域において少なくとも１個のＯＦＤＭシンボ
ルを占有する。すなわち、制御オーバーヘッドは、少なくとも利用可能のリソースの１／
３を占有し、ひいてはこれより多い。なので、リソースの利用率が減らされることが自明
である。この場合、Ｒ８／Ｒ９の従来のＬ１／Ｌ２制御領域を放棄して、ｅＰＤＣＣＨと
ＰＤＳＣＨの周波数分割二重化案を採用すればよい。伝送待機のデータの終了位置所在の
サブフレームは、一般的に不完全なサブフレームであるため、前記伝送待機のデータの終
了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化
モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同
一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の終点が同一であり、前記Ｐ
ＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点は、前記伝送待機のデータの終了位置所
在のサブフレームの始点に位置する。
【００８５】
　本発明に係る実施例により提供される方法によれば、ＵＥが位置指示情報に基づき無線
フレームにおける伝送データの終了位置を決定するように、位置指示情報により免許不要
の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送データの終了位置をＵＥに指示することによ
り、データを正確に受信する。
【００８６】
　図４に示すように、本発明に係る実施例が提供する他の免許不要の周波数ビンにおける
データ伝送方法フローチャートは、ＵＥにより執行され、前記ＵＥは、無線通信機能を有
するＵＥ、例えば、携帯電話であってもよい。
【００８７】
　当該フローチャートは、ステップ４０１と、ステップ４０２とを備える。
　ステップ４０１において、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受
信する。
　ステップ４０２において、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の
無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定する。
　ここで、前記位置指示情報の意味及び送信モードは、図３に係る内容と同一であるため
、繰り返し説明しない。
【００８８】
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　前記位置指示情報がネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスである場合、ステッ
プ４０１において、ＵＥが無線フレームにおいて前記シーケンスを検出すれば、ステップ
４０２において、ＵＥは、予め約定したシーケンスの値及び前記シーケンス所在のシンボ
ル位置に基づいて、受信した無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定し、デー
タを復調することができる。
【００８９】
　前記位置指示情報がシグナリングにより送信される場合、ステップ４０１において、Ｕ
Ｅは、免許不要の周波数ビン上のセカンダリーキャリア、または、免許の周波数ビン上の
プライマリーキャリアにより、前記シグナリング及び前記シグナリングに対応するサブフ
レームを取得して、さらに、当該サブフレームにおける伝送データの終了位置を取得する
。
【００９０】
　例えば、ＬＴＥシステムにおいて、前記位置指示情報を指示するシグナリングは、無線
フレーム中の最後１個のサブフレームにおける最後１個のＯＦＤＭシンボル上の周波数ビ
ン内の第Ｋ個のＲＢにて伝送するように予め約定される。ＵＥは、発見信号などの手段に
より、時間と周波数の同期化を実現した後、不完全なサブフレームにおけるテールの境界
を決定することができ、当該不完全なサブフレーム内の最後１個のＯＦＤＭシンボル上で
周波数ビンにおける第Ｋ個のＲＢでシグナリングを検出する。こうして、当該シグナリン
グにより、当該サブフレームにおける伝送データの終了位置を取得することができる。
【００９１】
　上述のように、ネットワーク装置は、ｅＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの周波数分割二重化案
を採用することにより、ｌリソース利用率を向上することができる。 
【００９２】
　本発明に係る実施例により提供される方法によれば、ＵＥ在免許不要の周波数ビンにお
いて無線フレームを受信した後、ネットワーク装置により送信した位置指示情報により、
無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定する。こうして、ＵＥは、当該位置指
示情報により無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定し、データを正確に受信
することができる。
【００９３】
　上記説明によれば、位置指示情報は、２種の指示モードを有し、以下、ＬＴＥシステム
の例を挙げ、図５ないし図８を参照しながら、それぞれの組み合わせ案の場合の最後１個
のサブフレームが不完全なサブフレームである時の構造図を説明する。
【００９４】
　図５に示すように、伝送待機のデータがＰＤＳＣＨにマッピングされて送信され、ｅＰ
ＤＣＣＨとＰＤＳＣＨには、時分割二重化モードを採用される。ＰＤＳＣＨ及びePDDCHの
時間領域の始点が同一であり、当該不完全なサブフレームの開始点に位置する。位置指示
情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスである。
【００９５】
　当該シーケンスは、当該完全なサブフレームの最後１個の完全利用可能のＯＦＤＭシン
ボルに位置し、全帯域幅を占有することもできるし、一部の帯域幅を占有することもでき
る。一部の帯域幅を占有する場合、ＰＤＳＣＨ及びｅＰＤＣＣＨも当該シーケンス所在の
ＯＦＤＭシンボルの周波数領域リソースを占有することができる。
【００９６】
　ＵＥは、まず、最後の不完全なサブフレーム全体をバッファーしてから、当該既知のシ
ーケンスを検出する。テール位置のシーケンスを検出すると、不完全なサブフレームの終
了ＯＦＤＭシンボルを決定することができ、ｅＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを復号すること
ができる。
【００９７】
　図６に示すように、伝送待機のデータはＰＤＳＣＨにマッピングされて伝送され、ｅＰ
ＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨにおいて、周波数分割二重化モードが採用される。ＰＤＳＣＨ及
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びePDDCHの時間領域の始点が同一であり、当該不完全なサブフレームの開始点に位置する
。位置指示情報はシグナリングである。当該シグナリングは一部の帯域幅を占有し、ＰＤ
ＳＣＨと周波数分割二重化モードを最小してともにＯＦＤＭシンボルを占有する。当該シ
ーケンス所在のＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨの開始ＯＦＤＭシンボルに位置する。
【００９８】
　ＵＥが当該シグナリングを検出した後、当該サブフレーム内の終了ＯＦＤＭシンボルの
位置を決定し、終了ＯＦＤＭシンボルの位置により、ｅＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを復号
する。
【００９９】
　図７に示すように、伝送待機のデータはＰＤＳＣＨにマッピングされて伝送され、ｅＰ
ＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨにおいて、周波数分割二重化モードが採用される。ＰＤＳＣＨ及
びePDDCHの時間領域の始点が同一であり、当該不完全なサブフレームの開始点に位置する
。位置指示情報はシグナリングである。当該シグナリングは、ネットワーク装置の競争的
アクセス時点のサブフレームのあるＯＦＤＭシンボルに位置する。
【０１００】
　ＵＥが競争的アクセス時点のサブフレームのあるＯＦＤＭシンボルにおいて、当該シグ
ナリングを検出した後、当該不完全なサブフレームの終了ＯＦＤＭシンボルの位置を決定
し、終了ＯＦＤＭシンボルの位置により、ｅＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを復号する。
【０１０１】
　図８に示すように、位置指示情報はシグナリングである。当該シグナリングは、最後の
不完全なサブフレーム内の第１個のＯＦＤＭシンボルのＫ個のＲＢに設定されて伝送され
る。もちろん、不完全なサブフレームのある特定のＯＦＤＭシンボルに位置してもよい。
この場合のシグナリングの送信位置は、ネットワーク装置とＵＥにより約定され、ＵＥの
位置検出は要らない。ＵＥは、最後１個の不完全なサブフレームを復号する場合、発見信
号などの手段により時間と頻度の同期化を実現し、当該不完全なサブフレームの開始シン
ボルを決定して、不完全なサブフレーム内の第１個のＯＦＤＭシンボルのＫ個のＲＢ上の
シグナリングにより、伝送待機のデータの終了シンボルを決定した後、最後の不完全なサ
ブフレームを復号することができる。
【０１０２】
　上記フローチャートについて、本発明に係る実施例は、ネットワーク装置及びＵＥをさ
らに提供し、当該ネットワーク装置及びＵＥに関する具体的な内容は、上記の方法実施例
を参照することができ、ここで、説明を繰り返さない。
【０１０３】
　図９に示すように、本発明に係る実施例が提供するネットワーク装置は、終了位置決定
ユニット９０１と、位置指示情報決定ユニット９０２と、送信ユニット９０３とを備える
。
　終了位置決定ユニット９０１は、免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送
待機のデータの終了位置を決定する。
　位置指示情報決定ユニット９０２は、前記終了位置に基づき、位置指示情報を決定する
。
　送信ユニット９０３は、ＵＥが前記位置指示情報により前記免許不要の周波数ビン上の
無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定するように、前記位置指示情報
を送信する。
【０１０４】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【０１０５】
　好ましくは、前記シーケンス所在のシンボルは、時間領域において、前記伝送待機のデ
ータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル上、また
は、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボル上に位置する。ここで、前記シーケン
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スは、周波数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１０６】
　または、前記シーケンス所在のシンボルは、前記伝送待機のデータを伝送する前記終了
シンボルであり、かつ、前記シーケンスは指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１０７】
　好ましくは、前記位置指示情報は、シグナリングにより送信され、前記シグナリングは
、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。
【０１０８】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【０１０９】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれかのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【０１１０】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【０１１１】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアにより搬送され
るか、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリーキャリアによ
り搬送される。
【０１１２】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理
ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔまたは強化型物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
【０１１３】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスのチャネルにより占有された時間領
域における最後１個のサブフレームの位置を指示する。
【０１１４】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【０１１５】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【０１１６】
　図１０に示すように、本発明に係る実施例が提供するＵＥは、受信ユニット１００１と
、決定ユニット１００２とを備える。
　受信ユニット１００１は、免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受
信する。
　決定ユニット１００２は、前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の
無線フレームにおける伝送データの終了位置を決定する。
【０１１７】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【０１１８】
　好ましくは、前記決定ユニットは、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボルと終
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了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル、または、前記伝送待機のデータを伝送す
る開始シンボルにおいて、前記シーケンスを決定する。ここで、前記シーケンスは、周波
数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有する。
　または、前記伝送データを伝送する終了シンボルにおいて前記シーケンスを決定する。
ここで、前記シーケンスは、指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１１９】
　好ましくは、前記位置指示情報は、シグナリングにより送信され、前記シグナリングは
、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。
【０１２０】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【０１２１】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【０１２２】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【０１２３】
　好ましくは、前記決定ユニット１００２は、免許不要の周波数ビン上のキャリア、また
は、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリア、または、セカンダリーキャリアにより
、前記シグナリングを取得する。
【０１２４】
　好ましくは、前記決定ユニット１００２は、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリ
アの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔまたは強化型物理
ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリン
グを取得する。
【０１２５】
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取得する。
【０１２６】
　好ましくは、前記決定ユニット１００２は、前記シグナリングにより、競争的アクセス
のチャネルにより占有された時間領域における最後１個のサブフレームの位置を取得する
。
【０１２７】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【０１２８】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの開始位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【０１２９】
　上記の方法フローチャートに応じて、本発明に係る実施例は、基地局及び移動装置をさ
らに提供する。当該基地局及び移動装置の具体的な内容は、方法の実施例を参照すればよ
く、ここで説明を繰り返さない。
【０１３０】
　図１１に示すように、本発明に係る実施例が提供する基地局は、プロセッサ１１０１と
、送受信機１１０３とを備える。
【０１３１】
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　プロセッサ１１０１は、メモリ１１０２内のプログラムを読みだして、免許不要の周波
数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決定する。前記終了位置
に基づき、位置指示情報を決定する。指示送受信機１１０３ＵＥが前記位置指示情報によ
り前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置を決
定するように、前記位置指示情報を送信する
　送受信機１１０３は、プロセッサ１１０１の制御により、データを送受信する。
【０１３２】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【０１３３】
　好ましくは、前記シーケンス所在のシンボルは、時間領域において、前記伝送待機のデ
ータを伝送する開始シンボルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル上、また
は、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボル上に位置する。ここで、前記シーケン
スは、周波数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１３４】
　または、前記シーケンス所在のシンボルは、前記伝送待機のデータを伝送する前記終了
シンボルであり、かつ、前記シーケンスは指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１３５】
　好ましくは、前記位置指示情報は、シグナリングにより送信され、前記シグナリングは
、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。
【０１３６】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【０１３７】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれかのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【０１３８】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【０１３９】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビン上のキャリアにより搬送され
るか、または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアやセカンダリーキャリアによ
り搬送される。
【０１４０】
　好ましくは、前記シグナリングは、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリアの物理
ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔまたは強化型物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより指示される。
【０１４１】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスのチャネルにより占有された時間領
域における最後１個のサブフレームの位置を指示する。
【０１４２】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【０１４３】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置は、ＰＤＳＣＨま
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たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【０１４４】
　図１１において、バスアーキテクチャは、いずれかの数の相互接続するバス及びブリッ
ジを備える。具体的に、プロセッサ１１０１が代表となる１つまたは複数のプロセッサ及
びメモリ１１０２が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチ
ャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもで
きる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。
バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機１１０３は、複数の部品
であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信す
るユニットを提供する。プロセッサ１１０１は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を監
視し、メモリ１１０２は、プロセッサ１１０１が動作する際に利用するデータを記憶する
ことができる。
【０１４５】
　図１２に示すように、本発明に係る実施例が提供する移動装置は、プロセッサ１２０１
と、送受信機１２０３とを備える。
【０１４６】
　プロセッサ１２０１は、メモリ１２０２内のプログラムを読みだして、送受信機１２０
３が免許不要の周波数ビン上の無線フレームの位置指示情報を受信するように指示する。
前記位置指示情報に基づき、前記免許不要の周波数ビン上の無線フレームにおける伝送デ
ータの終了位置を決定する。
　送受信機１２０３は、プロセッサ１２０１の制御により、データを送受信する。
【０１４７】
　好ましくは、前記位置指示情報は、ネットワーク装置がＵＥと約定したシーケンスであ
る。
【０１４８】
　好ましくは、前記プロセッサ１２０１は、前記伝送待機のデータを伝送する開始シンボ
ルと終了シンボルの間のいずれかの約定したシンボル、または、前記伝送待機のデータを
伝送する開始シンボルにおいて、前記シーケンスを決定する。ここで、前記シーケンスは
、周波数領域において、全帯域幅または指定された一部の帯域幅を占有する。
　または、前記伝送データを伝送する終了シンボルにおいて前記シーケンスを決定する。
ここで、前記シーケンスは、指定された一部の帯域幅を占有する。
【０１４９】
　好ましくは、前記位置指示情報は、シグナリングにより送信され、前記シグナリングは
、ネットワーク装置がＵＥと予め約定したシンボル上に位置する。
【０１５０】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記約定したシンボルの一部の帯域幅を占有する。
【０１５１】
　好ましくは、前記シグナリングは、競争的アクセスの場合所在のサブフレームから前記
伝送待機のデータを伝送する最後１個の完全利用可能のシンボル所在のサブフレームまで
の間のいずれのサブフレームにおける予め約定したシンボル上に設定される。
【０１５２】
　好ましくは、前記シグナリングは、前記競争的アクセス場合所在のサブフレームの最後
１個の完全利用可能のシンボル上に設定される。
【０１５３】
　好ましくは、前記プロセッサ１２０１は、免許不要の周波数ビン上のキャリア、または
、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリア、または、セカンダリーキャリアにより、
前記シグナリングを取得する。
【０１５４】
　好ましくは、前記プロセッサ１２０１は、免許不要の周波数ビンセカンダリーキャリア
の物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のＤＬ ｇｒａｎｔ、または、強化型物
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理ダウンリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）的ＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリ
ングを取得する。
【０１５５】
　または、免許の周波数ビン上のプライマリーキャリアのＰＤＳＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔ
、または、ｅＰＤＣＣＨのＤＬ ｇｒａｎｔにより、前記シグナリングを取得する。
【０１５６】
　好ましくは、前記プロセッサ１２０１は、前記シグナリングにより、競争的アクセスの
チャネルにより占有された時間領域における最後１個のサブフレームの位置を取得する。
【０１５７】
　好ましくは、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣ
Ｈ及びｅＰＤＣＣＨは、周波数分割二重化モードを採用して伝送され、前記ＰＤＳＣＨ及
び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣ
Ｈの時間領域の終点が同一であり、前記ＰＤＳＣＨ及び前記ｅＰＤＣＣＨの時間領域の始
点は、前記伝送待機のデータの終了位置所在のサブフレームの始点に位置する。
【０１５８】
　好ましくは、前記無線フレームにおける伝送待機のデータの開始位置は、ＰＤＳＣＨま
たはｅＰＤＣＣＨの終了シンボルである。
【０１５９】
　図１２において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを
備える。具体的に、プロセッサ１２０１が代表となる１つまたは複数のプロセッサ及びメ
モリ１２０２が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは
、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる
。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バス
インターフェースはインターフェースを提供する。送受信機１２０３は、複数の部品であ
ることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユ
ニットを提供する。プロセッサ１２０１は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を監視し
、メモリ１２０２は、プロセッサ１２０１が動作する際に利用するデータを記憶すること
ができる。
【０１６０】
　位置指示情報により、無線フレームにおける伝送待機のデータの終了位置をＵＥに指示
することにより、ＵＥは、データを正確に受信できる。本発明に係る実施例が提供する指
示方法は、簡単かつ伝送率が高く、取得した時間・周波数リソースを十分に利用して、リ
ソースの浪費を防ぐことができる。
【０１６１】
　本領域の技術者として、本発明の実施本発明に係る実施形態が方法、システム、又はコ
ンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完
全なソフトウェア実施形態、又はソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態
を採用できることがわかるはずである。また、本発明は一つ又は複数のコンピュータプロ
グラム製品の形式を採用できる。当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコード
を含むコンピュータ利用可能な記憶媒体（ディスク記憶装置、ＣＤ-ＲＯＭ、光学記憶装
置などを含むがそれとは限らない）において実施する。
【０１６２】
　以上は本発明に係る実施形態の方法、装置（システム）、及びコンピュータプログラム
製品のフロー及び／又はブロック図により本発明を記述した。理解すべきことは、コンピ
ュータプログラムの指令により、フロー及び／又はブロック図における各フロー及び／又
はブロックと、フロー及び／又はブロック図におけるフロー及び／又はブロックの結合を
実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を汎用コンピュータ、専
用コンピュータ、組込み式処理装置、又は他のプログラミング可能なデータ処理装置に提
供でき、コンピュータ又は他のプログラミング可能なデータ処理装置のプロセッサは、こ
れらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ又は複数のフロー及
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する。
【０１６３】
　それらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ又は他のプログラミング可能
なデータ処理装置を特定手法で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これ
により、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、また、フ
ロー図における１つまたは複数のフローと／またはブロック図における１つまたは複数の
ブロックにおいて指定される機能を実現できる。
【０１６４】
　これらのコンピュータプログラム指令は、また、コンピュータまたは他のプログラミン
グ可能なデータ処理装置に実装できる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピ
ュータ又は他のプログラミング可能な装置は、一連な操作ステップを実行することにより
、関連の処理を実現し、コンピュータ又は他のプログラミング可能な装置において実行さ
れる指令により、フロー図における一つ又は複数のフローと／又はブロック図における一
つ又は複数のブロックに指定される機能を実現する。
【０１６５】
　本発明の好ましい実施形態について記述したが、当業者は、本発明の基本的な技術思想
を把握した上、多種多様な変更と変形を行える。そのような全ての変形と変更は本発明に
記述された実施形態とともに、付加する請求の範囲の範囲内にあると解釈されるべきであ
る。
【０１６６】
　無論、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、又は
その中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような改造と置換は本発明の各実
施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
【０１６７】
　本発明は、２０１４年１１月５日に中国特許局に提出し、出願番号が２０１４１０６３
８１６８.５であり、発明名称が「免許不要の周波数ビンにおけるデータ伝送方法及び装
置」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
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